
 
 

 

 
 
厚生労働省は、企業の努力義務である勤務間インターバル制度の導入を促進するためのシンポジウム

を開催します。 

  

企業において、従業員の健康管理やワーク・ライフ・バランスの実現は重要な課題です。 

本シンポジウムでは、2019 年４月から、導入が企業の努力義務となっている勤務間インターバル制度

※について、その重要性や企業が取り組むことによるメリット、取組を進めるためのポイント等につい

て、先進事例とともに解説します。 

シンポジウム終了後、この制度の導入に係る無料コンサルティングのご紹介も行います。 

※勤務間インターバル制度とは、終業時刻から次の始業時刻の間に一定時間以上の休息時間を確保する仕組みです。 

 

 

［日 時］ 9月 19 日(木)  13:30～15:20    

［参加費］ 無料 

［場 所］ オンライン開催（Zoomウェビナー利用／YouTube同時配信） 

［申込み］ 下記URLまたは二次元バーコードにアクセスし、必要事項をご入力の上、お申込みください 

 

https://www.jmar-llg.jp/interval_r06/ 

 

PRESS RELEASE 

お申込み締め切り 2024 年 9月 18日(水) 12:00 まで 



第一部 

13:30～13:35 開会挨拶 

13:35～13:50 

行政説明 : 情報提供 

「勤務間インターバル制度の意義・現状・今後」  

厚生労働省 

13:50～14:20 事例発表 

「勤務間インターバル制度導入のきっかけ・内容・効果」 

株式会社リコー CHRO  長久 良子 氏／ 

えびの電子工業株式会社 代表取締役社長  津曲 慎哉 氏 

14:25～15:15 

パネルディスカッション 

「自社に即した勤務間インターバル制度の導入・運用方法と導入のメリット」 

 

情報提供や企業の事例紹介を踏まえ、自社に即した勤務間インターバル制度の導

入方法や制度の導入のメリット等について、下記コーディネーター、パネリスト、

事例発表企業２社でご議論いただきます。 

 

コーディネーター :  

今野 浩一郎  氏(学習院大学名誉教授・学習院さくらアカデミー長) 

 

パネリスト :     

高橋 正也 氏(独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 

       過労死等防止調査研究センター センター長) 

小室 淑恵 氏(株式会社ワーク・ライフバランス 代表取締役社長) 

長久 良子 氏(株式会社リコー CHRO) 

津曲 慎哉 氏(えびの電子工業株式会社 代表取締役社長) 

 

15:15～15:20 閉会挨拶 

第二部 

15:30～15:40 勤務間インターバル制度の導入に係る無料コンサルティングのご紹介 

15:40～16:00 相談会 

 

 

≪問い合わせ先≫ 

〒105-0011 東京都港区芝公園 3-1-22 日本能率協会ビル 5階 

株式会社日本能率協会総合研究所 

勤務間インターバル制度導入促進のための広報事業 事務局 

担当：佐藤・遠藤・河野・川村 

MAIL：interval@jmar.co.jp   

TEL : 0120-876-300（平日 10:00～17:00 フリーダイヤル） 


